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 巻末資料２ CVM を用いた環境整備の便益計測の例②

  

 
※本資料はあくまでも一例であり、実際の検討にあたっては 

個別の事業特性を踏まえた検討を行うこと 
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CVM を用いた環境整備の便益計測の例② 

離島での環境整備を対象とした便益計測について CVM を適用した例として、与那国島を流下す

る田原川で環境整備を想定し、便益計測を行った例を示す。 

本検討では、先に示した報得川の事例や検討委員会での指摘を踏まえ、事前調査において支払

意志額の回答の幅を設定したり、回収率向上のための工夫を行ったりするなどの改善を行い、計

測精度の向上に努めたものである。 

なお、田原川では具体的な環境整備事業の実施は予定されていないため、環境整備の方向性に

ついてのイメージを作成し、それに対する環境便益を計測したものである。 

 

1. 環境整備事業の概要 
(1) 田原川の概要 

田原川は、与那国島最高峰宇良部岳の山麓を源流とし、祖納集落の南側を流れ、東シナ海に注

ぐ流域面積 7.1 ㎞ 2、幹線流路延長 1.31km の２級河川であり、与那国島でしか生息しない貴重な

生き物の生息地となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 田原川流域図 

 

(2) 対象河川の現状と課題を踏まえた環境整備の方向性 

現在、田原川は上流の田原水園付近では、親水施設が整備されているほか、取水のために利用

されているが、下流では、親水性に乏しくなっている。一方、明治から昭和初期にかけては多く

の利用がなされていた。 

このため、田原川における多自然川づくり・整備の方向性としては、親水性を向上させ、人々

が昔のように川を利用できる環境整備が望ましいと考えられる。 

 

なお、現在の田原川では、下流にマングローブ林がみられ、また湿地内は貴重な生物が多数存

在するなどしている。このため、田原川にふさわしい整備内容としては、以下の項目に示すよう
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に、河川内の自然環境を良好に保ちつつ、人々が川と親しむことができるものと考えられ、整備

内容としては、以下の項目が挙げられる。 

・マングローブ林の活用（ボードウォークや散策路など） 

・湿地内環境の保全   等 

 

2. 経済評価手法の選定 
(1) 便益の特定 

自然再生の方向性を踏まえ、本事業による便益を特定し、分類した。 

 

○整備の方向性 

河川内の自然環境を良好に保ちつつ、人々が川と親しむ場の提供 

○環境便益の分類 

「人と自然の豊かな触れ合い活動の場の提供」 

 

(2) 経済評価手法の選定 

田原川の環境整備事業に対する経済評価手法について、フローに従い選定を行った結果、CVM

が選定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 経済評価手法の選定フロー（指針(案)より） 
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3. CVM による便益計測 
CVM を適用した経済評価の実施手順（第 2編 1.3 参照）に従い、便益の計測を行った。 

 

(1) 計測する便益の明確化 

評価しようとする事業の内容を踏まえ、計測対象とする便益の内容を決める。 

 

計測する便益は、前述したように「人と自然の豊かな触れ合い活動の場の提供」である。 

 

(2) 事前調査 

事前調査は、主に「調査票の分かりやすさの向上」、「WTP の提示額の確認」等を目的として、

本調査の前に行う。 

 

事前調査は、以下の流れで実施した。 

①調査票（案）の作成 

既存事例等を踏まえ、支払意思額の回答の幅を設定して作成した。 

②事前調査の実施 

調査に関わりを持たない職員や家族を対象として実施した。 

③事業内容の妥当性、要望の確認 

住民を対象としたワークショップを開催し、事業内容の妥当性や要望について確認を行った。 

④調査票のわかりやすさの確認 

質問に対する回答の他、質問形態や質問内容に不明瞭な点が無いか確認を行った。 

⑤支払意思額の回答の幅の確認 

事前調査の結果より、最大提示額は回答率が概ね 5％程度となる 1,000 円の 2倍である 2,000

円、最小提示額はその 1/100 である 20 円とした。 

⑥便益の集計範囲の一次設定 

事前調査の結果では、集計範囲の特定までは至らず、本調査後に設定するものとした。 

 

(3) 標本抽出 

アンケート調査票を配布する対象者を抽出する。 

 

住民基本台帳を用いることが基本であるが、与那国町の人口を考慮し、島内の全世帯に配布す

るものとした。また、民間調査会社のアンケートモニター登録を行っている沖縄本島（26市町村）、

石垣市と竹富町を対象とし、以下の条件において調査を実施した。 

① 与那国島に住んでいたことがある 

② 与那国島に行ったことがある 

※本調査では上記条件を用いたが、検討委員会において便益が過大に算定される（限られた回

答者だけで推定される WTP を用いて、その他の世帯を含めた便益計測を行う）可能性がある

との指摘を受けたため、実際の調査時にはこうした条件は用いないこと。 
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(4) アンケート票の作成 

WTP を尋ねるためのアンケート調査票を作成する。 

 

事前調査結果を踏まえ、アンケート調査票を作成した。 

事前調査では、「事業内容のわかりやすさ」や「質問内容のわかりやすさ」について改善すべき

との指摘があったことから、特に留意して作成した。 

 

表 アンケート票作成時の留意点 

項 目 表 現 方 法 田原川の自然再生事業でのアンケート 

支払形態 

「負担金」という表現を推奨 「負担金額」と表記しその概念を記載

「あなたの世帯で使うお金が減ると仮

定してください」 

支払方法 
「毎月○○円（年間あたり○○円）」

と併記 

「毎月○○円（年○○円）」と表記 

支払期間 
「現在の地域にお住まいの間、支払

い続ける」とする方法 

「今いる地域にお住まいの間、負担して

いただく」と表記 

回答方式 多段階二項選択方式とする 多段階二項選択方式を踏襲 

提示額 

最大提示額については既往事例で賛

成率が 5％となる額の 2 倍程度の値

をめやすとする。段階数は 7～8段階

程度 

8 段階 

事業内容の説明 留意点を参照する 別紙にて事業内容を説明 

事前調査 

事前調査を実施することを基本とす

る。活用できる既存の類似事例があ

る場合は、事前調査を省略してもよ

い 

ワークショップを開催 

 

標本数 
「必要標本数（300）÷回収率÷有効

回答率」 

郵送：870 

WEB：15,694(登録モニター) 

配布回収方法 郵送配布・郵送回収を基本 郵送配布・郵送回収 

標本 

データベース 住民基本台帳を

基本とするが、電話帳や WEB アンケ

ートを用いたり、地域の小中学校等

を対象としたりしてよい 

与那国島内：全世帯 

島外：WEB アンケート 

回収率 

回収率を高めるために、工夫を適宜

取り入れること 

アンケート配布時に報酬（ボールペン）

を同封 

WEB アンケートにおいて、回答して頂い

た方に、ポイント付与 
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(5) 配布・回収 

作成した調査票を、抽出した標本（回答者）に配布し、また、回答結果を回収する。 

調査票の配布は、郵送にて実施した。 

なお、回収率を向上させるため、回答期間は概ね 2 週間（週末を 2 回挟む）確保できるよう設

定したほか、回答報酬として、ボールペンを同封した。また、返信用封筒にはあらかじめ切手を

貼付けたうえで送付した。 

最終的な回収率は以下の通りとなった。 

●配 布 数 

郵送：870 通、WEB：15,694 通 

●回 答 数 

郵送：158 通、WEB：315 通 

●回 収 率 

郵送：18.2％、WEB：2.0％ 

 

(6) 便益の計測 

アンケート調査の結果をもとに WTP を推定し、計測対象事業の便益を計測する。 

 

田原川への訪問頻度について整理すると、月 1 回以上訪問するとの回答が、与那国町単独では

56.2％、与那国町、石垣市、竹富町で整理すると 53.5％と過半数を超えているのに対し、与那国

島から離れた沖縄本島まで含めると 20.9％と小さくなっている。便益計測の対象範囲は河川の訪

問頻度(与那国町を中心とした累加値)が高い、石垣市までを便益対象範囲として設定するものと

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 田原川に訪れる頻度 
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田原川の環境整備に対する支払意思額（WTP）は、指針(案)で推奨した「パラメトリック法」で

平均値を最大提示額で裾切りして推定し、以下の値が得られた。 

与那国町、石垣市、竹富町の値 ：433 円/月（年間 5,196 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2  WTP 算定結果（与那国町+竹富町+石垣市の結果） 

※栗山浩一：Excel でできる CVM を用いて算定 

 

上記 WTP を用いて、便益を算定した。参考として対象範囲を変化させた場合の結果を示す。 

①田原川の流域内市町村世帯数 

流域内の世帯数：791 世帯  

（与那国町の行政区別世帯数 H25.12 末）  

支払意思額 WTP：475 円/月（年間 5,700 円）  

年便益：791×5,700＝4.5 百万円／年 

②田原川の訪問回数（認知度）の高い市町村を対象範囲とした場合【推奨】 

世帯数：21,909 世帯  

（与那国町、石垣市、竹富町の世帯数 H22 国勢調査）  

支払意思額 WTP：433 円/月（年間 5,196 円）  

年便益：21,909×5,196＝113.8 百万円／年 

③アンケート配布範囲全体を対象とした場合 

世帯数：519,975 世帯  

（沖縄県全体 H22 国勢調査） 

支払意思額 WTP：387 円/月（年間 4,644 円）  

年便益：519,975×4,644＝2,414.8 百万円／年 
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 巻末資料３ TCM を用いた環境整備の便益計測の例 

  

 
※本資料はあくまでも一例であり、実際の検討にあたっては 

個別の事業特性を踏まえた検討を行うこと 
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TCM を用いた環境整備の便益計測の例 

環境整備を対象とした便益計測について TCM を適用した例として、名護市北部を流れる源河川

で環境整備を想定し、便益計測を行った例を示す。 

なお、源河川では具体的な環境整備事業の実施は予定されていないため、環境整備の方向性に

ついてのイメージを作成し、それに対する環境便益を計測したものである。 

 

1. 環境整備事業の概要 
(1) 源河川の概要 

源河川は、名護市北部にある一ッ岳の北東に広がる大湿帯付近に発し、蛇行しながらおおむね

北西から北へ流れ、中流にある「源河節の碑」付近で北東に向きを変えて下流部で桃原川、福地

川を合流し源河集落を抜けて東シナ海に注ぐ、流域面積 19.96km2、延長 9.42km の２級河川であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 源河川流域図 
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(2) 対象河川の現状と課題を踏まえた環境整備の方向性 

現在、源河川は沖縄県内でも有数の清流となっており、豊かな自然が残された河川の一つとな

っている。このため、中南部の河川で多くみられる、「自然を取り戻す」といった形での川づくり

を行うことは、逆に現状の良好な河川環境を損なうことにつながる可能性がある。 

一方で、源河川での問題としては、ゴミの投棄や路上駐車といった、利活用に関するものが挙

げられる。 

そこで、本検討では、源河川の多自然川づくり・整備のイメージとして、利用者のマナー向上

や路上駐車による地元住民の負担軽減につながるものを整理した。 

 

源河川にふさわしい整備内容としては、以下の項目に示すように、河川内ではなく、周辺の利

活用の向上に向けたものが挙げられる。 

・駐車場 

・トイレ 

・ゴミ捨て場       等 
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2. 経済評価手法の選定 
(1) 便益の特定 

自然再生の方向性を踏まえ、本事業による便益を特定し、分類した。 

 

○整備の方向性 

川に近づきやすくするために、護岸の傾斜を緩やかにし、また川の利用者のために、トイレ

や駐車場等の施設を整備する。 

○環境便益の分類 

「施設や空間などの利用の増進」 

 

(2) 経済評価手法の選定 

源河川の環境整備事業に対する経済評価手法について、フローに従い選定を行った結果、TCM

が選定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 経済評価手法の選定フロー（指針(案)より） 

 

いいえ

はい 
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3. TCM による便益計測 
TCM を適用した経済評価の実施手順（第 2編 2.3 参照）に従い、便益の計測を行った。 

 

(1) データの収集 

TCM によって便益を評価するためには、対象となるレクリエーションサイトの利用状況すなわ

ち発地別の利用者数を把握する必要がある。本検討では、アンケート調査を行ってデータを収集

するものとする。 

アンケート票は CVM による計測時の留意点を準用し作成を行うものとする。 

 

(2) 事前調査 

事前調査は、主に「調査票の分かりやすさの向上」、「WTP の提示額の確認」等を目的として、

本調査の前に行う。 

 

事前調査は、以下の流れで実施した。なお、TCM であるため、「WTP の提示額の確認」は行って

いない。 

①調査票（案）の作成 

既存事例等を踏まえ、支払意思額の回答の幅を設定して作成した。 

②事前調査の実施 

調査に関わりを持たない職員や家族を対象として実施した。 

③事業内容の妥当性、要望の確認 

住民を対象としたワークショップを開催し、事業内容の妥当性や要望について確認を行った。 

④調査票のわかりやすさの確認 

質問に対する回答の他、質問形態や質問内容に不明瞭な点が無いか確認を行った。 

⑤便益の集計範囲の一次設定 

事前調査の結果では、集計範囲の特定までは至らず、本調査後に設定するものとした。 

 

(3) 標本抽出 

アンケート調査票を配布する対象者を抽出する。 

 

住民基本台帳の閲覧が可能であった沖縄本島内の 24 市町村（北谷町及び南風原町を除く）を対

象とし、無作為抽出により対象者を抽出した。また、必要標本数確保のため、WEB アンケートに

よる補足を行うものとし、民間調査会社のアンケートモニター登録を行っている沖縄本島（26 市

町村）を対象として調査を実施した。 

 

(4) アンケート票の作成 

利用者数を把握するためのアンケート調査票を作成する。 

 

事前調査結果を踏まえ、アンケート調査票を作成した。 
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TCM によるアンケート調査方法には、発地点調査と着地点調査がある。 

 

発地点調査：居住地において消費者の行動を調査する方法 

着地点調査：評価対象地点において調査する方法 

 

今回計測を行う環境便益は、仮定の整備内容に対する利用価値であり、将来的に実施するプロ

ジェクトを評価するものである。このため、本検討では、「発地点調査」を行うものとした。 

また、TCM のアンケート調査では、回答者の住所、利用頻度、交通費を把握することが必要で

あり、以下のような質問事項が必要となる。 

・評価地点の認識度、利用経験 

・評価地点の利用頻度、主な利用目的、平均滞在時間 

・評価地点までの主な交通手段（所要時間、所要費用） 

・評価地点への平均同伴人数 

・回答者の属性（性別、年齢、郵便番号） 
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(5) 配布・回収 

作成した調査票を、抽出した標本（回答者）に配布し、また、回答結果を回収する。 

調査票の配布は、郵送にて実施した。 

なお、回収率を向上させるため、回答期間は概ね 2 週間（週末を 2 回挟む）確保できるよう設

定したほか、回答報酬として、ボールペンを同封した。また、返信用封筒にはあらかじめ切手を

貼付けたうえで送付した。さらに、アンケート送付 1週間後にお礼状（督促状）を送付した。 

最終的な回収率は以下の通りとなった。 

●配 布 数 

郵送：1,000 通、WEB：2,434 通 

●回 答 数 

郵送：315 通、WEB：250 通 

●回 収 率 

郵送：31.5％、WEB：10.3％ 

 

(6) 便益の計測 

調査範囲は、評価対象としたレクリエーションサイトのもたらす便益が及ぶと想定される範囲

とし、旅行費用がほぼ同額の地域をまとめたり、利用する訪問者調査の地域区分と整合をとるな

どして複数のゾーンに区分する。 

 

1) 調査範囲の設定とゾーニング 

アンケート結果をみると、「源河川に行ったことがある」又は「行きたい」との回答は、 

北部：88.0％ 

中部：80.6％ 

南部：75.3％ 

といずれの地域でも高い値となっている。 

最も低い南部においても75％と高い値を示していることから、本検討では、便益の調査範囲は、

アンケート調査を実施した全地域を対象とした。 

各ゾーンから評価対象箇所である源河川までのアクセス条件（距離、所要時間、高速料金等の

諸費用）については、各市町村役場から源河川までの工程を設定して算定する。 

具体的には、Google Map を用いて、各市町村役場から源河川までの距離、所要時間、高速料金

を整理した。 

なお、交通手段は、アンケート調査結果より徒歩 0％であったことから全ての利用者が自動車

を利用するものとし、中部及び南部からの移動には高速道路（最寄りのＩＣから許田ＩＣまで）

を利用するものとした。 
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2) 各ゾーンからの訪問率の推定 

アンケート調査結果を用いて、源河川への年間あたり訪問増加率を算定する。 

年間あたり訪問増加率は、アンケート調査の以下の項目を用いて算定し、ゾーン別に年間単位

人口あたりの増分を求めた。 

・年間あたり訪問回数 

アンケート調査では、週、月、年あたり○回と回答する形式としているため、年間あたりの

訪問回数に換算して整理する。 

・同伴人数 

調査結果をそのまま用いる 

・年間あたり増加回数 

アンケート調査では、週、月、年あたり○回と回答する形式としているため、年間あたりの

訪問増加回数に換算して整理する。 

 

3) 各ゾーンからの旅行費用の算定 

各ゾーンから対象箇所への旅行費用は、所要費用と、時間価値に所要時間を乗じて求めた時間

費用との和として求め、滞在費及び滞在時間は考慮しない。 

 

旅行費用＝所要費用＋時間費用 
＝（走行距離×ガソリン消費単価＋高速料金＋所要時間×時間価値）×２ 

↓               ↓ 
所要費用            時間費用 

 

4) 需要曲線の推定 

a) 一次需要曲線の作成 

算定した旅行費用と利用頻度増分

との関係から一次需要曲線を求めた。 

ここで、一次需要曲線は、べき関数

曲線を採用した。 

Ｙ＝ａＸｂ 

Ｙ：利用頻度の増分（回/千人） 

Ｘ：トラベルコスト（円） 

 

図 3.1 一次需要曲線        

b) 二次需要曲線の算定 

環境便益を享受する場合、一般的には利用料等を支払う必要はないが、仮に利用料を徴収する

場合に、設定した利用料とその金額を支払う利用者数との積が消費者余剰となる。 

この考え方に基づき、先に求めた一次需要関数を用い、旅行費用のこうに複数の仮想の利用料

を代入し、各利用料に対応する利用者数を求めた。 
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図 3.2 二次需要曲線 

 

求めた二次需要曲線の積分値より消費者余剰を求め、便益とした。 

消費者余剰（便益）＝ 142.3 百万円/年 
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 巻末資料４ 住民基本台帳の利用にあたっての留意点 
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齢

層
な

ど
の

条
件

検
索

閲
覧

方
法

N
o
.

役
所



 巻末-53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住
民

基
本

台
帳

の
利

用
に

つ
い

て
各

市
へ

の
聞

き
取

り
結

果
（

H
2
5
度

時
点

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

申
出

書
及

び
誓

約
書

※
注

1

契
約

書
法

人
登

記
簿

謄
本

定
款

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

ア
ン

ケ
ー

ト
の

サ
ン

プ
ル

閲
覧

者
の

身
分

証

県
か

ら
の

依
頼

文
書

※
注

2

個
人

情
報

に
か

か
る

保
護

方
針

 (
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ポ

リ
シ

ー
)

7
豊

見
城

市
市

民
課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(h
pで

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

)
　

※
県

担
当

印
必

要
。

②
契

約
書

(金
額

は
塗

り
つ

ぶ
し

て
O

K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
（
社

員
証

と
委

任
状

も
）

○
（コ

ピ
ー

）
○

印
刷

物
×

(各
地

区
で

整
理

)

・平
日

月
～

金
(8

:3
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
7:

0
0)

3
00

円
/1

件
。

×
社

員
証

が
無

け
れ

ば
、

職
場

の
委

任
状

が
必

要
。

8
う

る
ま

市
市

民
課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

ア
ン

ケ
ー

ト
の

サ
ン

プ
ル

⑥
沖

縄
県

か
ら

の
依

頼
文

書
　

(使
用

目
的

・実
施

方
法

・委
託

先
･名

簿
の

管
理

方
法

・閲
覧

時
期

・調
査

対
象

地
区

・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

（
社

員
証

も
）

○
○

印
刷

物
×

(各
地

区
で

整
理

)

・平
日

火
～

木
(9

:0
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
6:

3
0)

2
00

円
/1

件
。

×

9
南

城
市

市
民

課
（大

里
庁

舎
）

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(県
と

統
一

)
　

※
県

担
当

印
必

要
。

②
契

約
書

(金
額

は
塗

り
つ

ぶ
し

て
O

K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

○
○

○
○

○
○

○
印

刷
物

×

・平
日

月
～

金
(9

:0
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
7:

0
0)

3
00

円
/1

件
。

×

・調
整

に
つ

い
て

は
、

佐
敷

庁
舎

の
担

当
と

行
う

。
・申

請
書

の
提

出
に

つ
い

て
は

、
大

里
庁

舎
で

行
う

。
・前

も
っ

て
条

件
を

伝
え

、
市

が
そ

の
リ

ス
ト

を
用

意
す

る
。

10
国

頭
村

住
民

課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
印

刷
物

×
(各

地
区

で
整

理
)

・平
日

月
～

金
(9

:0
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
7:

3
0)

2
00

円
/1

件
。

県
か

ら
の

依
頼

（公
用

）が
あ

れ
ば

無
料

。

×
F
A

X
に

て
、

必
要

な
人

数
、

閲
覧

希
望

日
等

を
連

絡
す

る
。

11
大

宜
味

村
住

民
福

祉
課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

ア
ン

ケ
ー

ト
の

サ
ン

プ
ル

⑥
沖

縄
県

か
ら

の
依

頼
文

書
　

(使
用

目
的

・実
施

方
法

・委
託

先
･名

簿
の

管
理

方
法

・閲
覧

時
期

・調
査

対
象

地
区

・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

（
社

員
証

も
）

○
○

印
刷

物
×

・平
日

月
～

金
(9

:0
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
6:

3
0)

2
00

円
/1

件
。

県
か

ら
の

依
頼

（公
用

）が
あ

れ
ば

無
料

。

×

12
東

　
村

住
民

課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
○

○
印

刷
物

×
(各

字
で

整
理

)

・平
日

月
～

金
(9

:0
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
7:

3
0)

県
か

ら
の

依
頼

（公
用

）が
あ

れ
ば

無
料

。
×

※
注

1
：申

出
書

及
び

誓
約

書
に

お
け

る
共

同
申

出
者

欄
に

『
沖

縄
県

の
署

名
』も

必
要

と
な

る
。

※
注

2
：文

書
中

の
記

載
項

目
〔
使

用
目

的
・
閲

覧
方

法
・委

託
先

名
･閲

覧
に

よ
り

得
ら

れ
た

情
報

の
管

理
方

法
・
閲

覧
時

期
・
調

査
対

象
地

区
・調

査
対

象
者

・閲
覧

料
金

を
公

用
扱

い
と

す
る

依
頼

文
〕

N
o
.

役
所

部
署

申
請

書
類

(聞
き

取
り

結
果

)

申
請

書
類

閲
覧

方
法

年
齢

層
な

ど
の

条
件

検
索

閲
覧

可
能

な
時

間
帯

閲
覧

料
金

ノ
ー

ト
P

C
の

持
ち

込
み

備
考
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住
民

基
本

台
帳

の
利

用
に

つ
い

て
各

市
へ

の
聞

き
取

り
結

果
（

H
2
5
度

時
点

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

申
出

書
及

び
誓

約
書

※
注

1

契
約

書
法

人
登

記
簿

謄
本

定
款

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

ア
ン

ケ
ー

ト
の

サ
ン

プ
ル

閲
覧

者
の

身
分

証

県
か

ら
の

依
頼

文
書

※
注

2

個
人

情
報

に
か

か
る

保
護

方
針

 (
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ポ

リ
シ

ー
)

13
今

帰
仁

村
住

民
課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル

○
○

○
○

○
○

○
○

印
刷

物
×

(各
地

区
で

整
理

)

・平
日

月
～

金
(9

:0
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
7:

3
0)

2
00

円
/1

件
。

県
か

ら
の

依
頼

（公
用

）が
あ

れ
ば

無
料

。

×
前

も
っ

て
条

件
を

伝
え

、
村

が
そ

の
リ

ス
ト

を
用

意
す

る
。

14
本

部
町

住
民

課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

ア
ン

ケ
ー

ト
の

サ
ン

プ
ル

⑥
沖

縄
県

か
ら

の
依

頼
文

書
　

(使
用

目
的

・実
施

方
法

・委
託

先
･名

簿
の

管
理

方
法

・閲
覧

時
期

・調
査

対
象

地
区

・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
○

印
刷

物
×

(各
字

で
整

理
)

・平
日

月
～

金
(8

:3
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
7:

0
0)

2
50

円
/1

件
。

県
か

ら
の

依
頼

（公
用

）が
あ

れ
ば

無
料

。

×

15
恩

納
村

村
民

課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
（
委

任
状

も
）

○
○

印
刷

物
×

(住
所

順
で

整
理

)

・平
日

火
～

木
(9

:0
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
6:

3
0)

2
00

円
/1

件
。

県
か

ら
の

依
頼

（公
用

）が
あ

れ
ば

無
料

。

×
最

新
版

の
差

し
替

え
を

年
3回

（4
,9

,1
2

月
）行

っ
て

い
る

。

16
宜

野
座

村
村

民
生

活
課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(フ
ォ

ー
ム

は
無

し
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
○

○
印

刷
物

×
(各

地
区

で
整

理
)

・平
日

月
～

金
(8

:3
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
7:

1
5)

2
00

円
/1

件
。

県
か

ら
の

依
頼

（公
用

）が
あ

れ
ば

無
料

。

×

17
金

武
町

住
民

生
活

課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(h
pで

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

)
　

※
県

担
当

印
必

要
。

②
契

約
書

(金
額

は
塗

り
つ

ぶ
し

て
O

K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
○

○
印

刷
物

×
・平

日
月

～
金

(町
か

ら
連

絡
)

手
数

料
が

発
生

す
る

か
、

無
料

に
な

る
か

、
審

査
後

に
連

絡
す

る
。

×

18
読

谷
村

住
民

年
金

課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

ア
ン

ケ
ー

ト
の

サ
ン

プ
ル

⑥
沖

縄
県

か
ら

の
依

頼
文

書
　

(使
用

目
的

・実
施

方
法

・委
託

先
･名

簿
の

管
理

方
法

・閲
覧

時
期

・調
査

対
象

地
区

・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
○

印
刷

物
×

(各
字

で
整

理
)

・平
日

火
～

木
(9

:0
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
6:

3
0)

2
00

円
/1

件
。

×

※
注

1
：申

出
書

及
び

誓
約

書
に

お
け

る
共

同
申

出
者

欄
に

『
沖

縄
県

の
署

名
』も

必
要

と
な

る
。

※
注

2
：文

書
中

の
記

載
項

目
〔
使

用
目

的
・
閲

覧
方

法
・委

託
先

名
･閲

覧
に

よ
り

得
ら

れ
た

情
報

の
管

理
方

法
・
閲

覧
時

期
・
調

査
対

象
地

区
・調

査
対

象
者

・閲
覧

料
金

を
公

用
扱

い
と

す
る

依
頼

文
〕

N
o
.

役
所

部
署

申
請

書
類

(聞
き

取
り

結
果

)

申
請

書
類

閲
覧

方
法

年
齢

層
な

ど
の

条
件

検
索

閲
覧

可
能

な
時

間
帯

閲
覧

料
金

ノ
ー

ト
P

C
の

持
ち

込
み

備
考
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住
民

基
本

台
帳

の
利

用
に

つ
い

て
各

市
へ

の
聞

き
取

り
結

果
（

H
2
5
度

時
点

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

申
出

書
及

び
誓

約
書

※
注

1

契
約

書
法

人
登

記
簿

謄
本

定
款

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

ア
ン

ケ
ー

ト
の

サ
ン

プ
ル

閲
覧

者
の

身
分

証

県
か

ら
の

依
頼

文
書

※
注

2

個
人

情
報

に
か

か
る

保
護

方
針

 (
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ポ

リ
シ

ー
)

19
嘉

手
納

町
町

民
保

険
課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
○

○
印

刷
物

×
(各

地
区

で
整

理
)

・平
日

火
～

木
(9

:0
0
-
1
2
:0

0、
　

1
3:

0
0-

1
6:

0
0)

2
00

円
/1

件
。

県
か

ら
の

依
頼

（公
用

）が
あ

れ
ば

無
料

。

×

20
北

谷
町

住
民

課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
（
社

員
証

も
）

○
○

印
刷

物
×

(各
字

で
整

理
)

・平
日

火
～

木
(9

:0
0
-
1
2
:0

0、
　

1
3:

0
0-

1
6:

3
0)

2
00

円
/1

件
。

県
か

ら
の

依
頼

（公
用

）が
あ

れ
ば

無
料

。

×

・閲
覧

の
際

、
閲

覧
者

の
印

鑑
が

必
要

。
・閲

覧
料

金
の

無
料

に
つ

い
て

は
、

県
に

確
認

を
取

っ
て

か
ら

の
決

定
と

な
る

。
※

指
定

審
査

機
関

「日
本

情
報

経
済

社
会

推
進

協
会

」か
ら

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
マ

ー
ク

が
必

要
。

21
北

中
城

村
住

民
課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
○

○
印

刷
物

×

・平
日

火
～

木
(8

:3
0
-
1
2
:0

0、
　

1
3:

0
0-

1
7:

0
0)

2
00

円
/1

件
。

県
か

ら
の

依
頼

（公
用

）が
あ

れ
ば

無
料

。

×
前

も
っ

て
条

件
を

伝
え

、
村

が
そ

の
リ

ス
ト

を
用

意
す

る
。

22
中

城
村

住
民

生
活

課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
○

○
印

刷
物

×
(各

地
区

で
整

理
)

・平
日

火
～

木
(8

:3
0
-
1
2
:0

0、
　

1
3:

0
0-

1
7:

1
5)

2
00

円
/1

件
。

県
か

ら
の

依
頼

（公
用

）が
あ

れ
ば

無
料

。

×

23
西

原
町

町
民

生
活

課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
○

○
印

刷
物

×

・平
日

火
～

木
(9

:0
0
-
1
2
:0

0、
　

1
3:

0
0-

1
6:

0
0)

2
00

円
/1

件
。

×
前

も
っ

て
条

件
を

伝
え

、
町

が
そ

の
リ

ス
ト

を
用

意
す

る
。

※
注

1
：申

出
書

及
び

誓
約

書
に

お
け

る
共

同
申

出
者

欄
に

『
沖

縄
県

の
署

名
』も

必
要

と
な

る
。

※
注

2
：文

書
中

の
記

載
項

目
〔
使

用
目

的
・
閲

覧
方

法
・委

託
先

名
･閲

覧
に

よ
り

得
ら

れ
た

情
報

の
管

理
方

法
・
閲

覧
時

期
・
調

査
対

象
地

区
・調

査
対

象
者

・
閲

覧
料

金
を

公
用

扱
い

と
す

る
依

頼
文

〕

N
o
.

役
所

部
署

申
請

書
類

(聞
き

取
り

結
果

)

申
請

書
類

閲
覧

方
法

年
齢

層
な

ど
の

条
件

検
索

閲
覧

可
能

な
時

間
帯

閲
覧

料
金

ノ
ー

ト
P

C
の

持
ち

込
み

備
考
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住
民

基
本

台
帳

の
利

用
に

つ
い

て
各

市
へ

の
聞

き
取

り
結

果
（

H
2
5
度

時
点

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

申
出

書
及

び
誓

約
書

※
注

1

契
約

書
法

人
登

記
簿

謄
本

定
款

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

ア
ン

ケ
ー

ト
の

サ
ン

プ
ル

閲
覧

者
の

身
分

証

県
か

ら
の

依
頼

文
書

※
注

2

個
人

情
報

に
か

か
る

保
護

方
針

 (
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ポ

リ
シ

ー
)

24
与

那
原

町
住

民
課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
（コ

ピ
ー

）
○

○
○

○
○

（コ
ピ

ー
）

○
印

刷
物

×

・平
日

火
～

木
(8

:3
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
7:

1
5)

3
00

円
/1

件
。

×
前

も
っ

て
条

件
を

伝
え

、
町

が
そ

の
リ

ス
ト

を
用

意
す

る
。

25
南

風
原

町
住

民
環

境
課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
（
社

員
証

も
）

○
○

印
刷

物
×

(各
地

区
で

整
理

)

・平
日

月
～

金
(9

:0
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
7:

0
0)

3
00

円
/1

件
。

県
か

ら
の

依
頼

（公
用

）が
あ

れ
ば

無
料

。

×
※

指
定

審
査

機
関

「日
本

情
報

経
済

社
会

推
進

協
会

」か
ら

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
マ

ー
ク

が
必

要
。

26
八

重
瀬

町
住

民
環

境
課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

会
社

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

⑥
ア

ン
ケ

ー
ト

の
サ

ン
プ

ル
⑦

沖
縄

県
か

ら
の

依
頼

文
書

　
(使

用
目

的
・実

施
方

法
・委

託
先

･名
簿

の
管

理
方

法
・閲

覧
時

期
・調

査
対

象
地

区
・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
○

○
印

刷
物

×
(各

字
で

整
理

)

・平
日

月
～

金
(9

:0
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
6:

0
0)

3
00

円
/1

件
。

公
用

扱
い

に
な

れ
ば

無
料

。
×

27
石

垣
市

市
民

課

①
と

②
以

下
(写

し
)を

提
出

。
①

申
出

書
及

び
誓

約
書

(F
ax

で
受

理
)

　
※

県
担

当
印

必
要

。
②

契
約

書
(金

額
は

塗
り

つ
ぶ

し
て

O
K
)

③
法

人
登

記
簿

謄
本

④
定

款
⑤

ア
ン

ケ
ー

ト
の

サ
ン

プ
ル

⑥
沖

縄
県

か
ら

の
依

頼
文

書
　

(使
用

目
的

・実
施

方
法

・委
託

先
･名

簿
の

管
理

方
法

・閲
覧

時
期

・調
査

対
象

地
区

・
調

査
対

象
者

)

○
○

○
○

○
○

○
○

印
刷

物
×

(各
地

区
で

整
理

)

繁
忙

期
(4

月
)以

外 ・平
日

月
～

金
(8

:3
0-

1
2:

0
0、

　
1
3:

0
0-

1
7:

1
5)

3
00

円
/1

件
。

審
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オプション価値 
現在は利用されていないが、将来的には利用される可能性があると想定し、それを残しておく

ことの価値。例えば、ある離島に今すぐ訪れることはないが、将来訪れる可能性があるので、そ

の離島を残しておきたいと考える人がいるならば、その離島はオプション価値を持つことになる。

オプション価値には、将来のレクリェーション利用、将来の遺伝子資源利用なども含まれる。 
 
キャピタリゼーション仮説 
株、土地、などの財のもたらすフローの利益や、あるいは、逆に税などのフローのコストが、

ストックとしての価格に転化することをキャピタリゼーションと呼ぶ。そして、環境質改善や社

会資本の整備によって、各年に得られる収益（フローとしての便益）が増加することにより、そ

の価値が収益を高め、土地の資産価値である地価を上昇させるといった便益が資本化するという

仮説をキャピタリゼーション仮説という。 
 
決定係数 
重相関係数の 2 乗。寄与率とも呼ばれる。独立変数（説明変数）が従属変数（被説明変数）の

どれくらいを説明できるかを表す。この値が低いということは，得られた重回帰式の予測能力が

低いことを意味する。 
 
重相関係数 
事実上、観測値と予測値の相関係数であり、R で表される（0≦R≦1）。もし、重回帰式による

予測が完全ならば R=1 になる）。 
 
ＣＶＭ（Contingent Valuation Method：仮想市場法） 

施設整備状況を回答者に説明した上で、その質の変化に対してどの程度の額を支払う意思を持

っているか（支払意思額）を直接的に質問し、結果をもとに統計的に分析する方法。レクリエー

ション、景観、環境整備、水質浄化など幅広い評価に用いられる。 
 
消費者余剰（ＣＳ：Consumers Surplus） 

所得を一定にしたとき、その財を全く購入しないよりは、その価格で財を購入してもよいと思

う価格の総和から、実際に支払った額を差し引いたもの。 
 
代替法 

施設整備によって生じる便益を、それと同じだけの便益が得られる代替可能な市場財で置き換

えたとき、その市場財を購入するための増加額で評価する方法。水質浄化や土砂流出防止などの

施設評価に用いられることが多い。 
 
多重共線性 
相関分析を行う際に選択する変数の中に、独立でないもの（例えば変数 A、B とその合計値 C 

=A+B）が含まれていること。言い換えば、独立変数間に相関の高いものが混ざっていること。 
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中央値 
メディアン（median）ともいう。n 個のデータを大きさ順に並べたときのその真ん中の値であ

り、n が奇数のとき(n+1)/2 番目が中央値、n が偶数のときは n/2 番目と n/2+1 番目の 2 つの

値をさらに平均する。いちじるしく歪んだ分布には中央値のほうが平均値より代表値としての一

般の概念をよりよく示す。 
 
ＴＣＭ（Travel Cost Method：旅行費用法） 

評価対象とする環境を享受するために発生する旅行費用を用いて環境の財の便益を計測する方

法。レクリエーションサイト一般の評価に多く用いられる。 
旅行費用と訪問者数や訪問率の関係を表す需要曲線が重要となる。 
 
等価変分（ＥＶ：Equivalent Variation）・補償変分（ＣＶ：Compensating Variation） 

環境変化に伴う家計（消費者）の効用水準（満足度）を、貨幣価値で計測する際の捉え方のこ

と。例えば、事業による環境改善によって環境レベルが x1 から x2 へと増加し、消費者の状態が

A（x1，I 1）から B（x2，I 1）に変化したとする（I 1 は所得を示し、ここでは事業実施前後で

一定とする）。このとき、消費者の効用水準は、U1 から U2 に上昇している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この効用水準の上昇を貨幣価値に換算するときの考え方が 2 つある。先ず、A と同じ効用水準

である C（x2，I 2）の状態から、B の状態になるために必要な金額（I 1－I 2）で捉える方法で

あり、これを補償変分（Compensating Variation：CV）という。 
また、A の状態から、B と同じ効用水準である D（x1，I 3）の状態になるために必要な金額

で捉えることもできる。これ（I 3－I 1）を等価変分（Equivalent Variation：EV）という。 
  
バイアス 
調査手法等が結果に与える偏りのことを指す。CVM の実施にあたっては、バイアスを可能な限

り小さくするよう配慮することが求められるが、その発生要因として以下の 3 点が挙げられる。 
①提示された状況の伝達の不正確さによって生じるもの 
②設問と回答の意図の相違によって生じるもの 

B 

CV 
C 

所得(I ) 

I3 

I1 

I2 

EV 
D 

U1（事業実施前の効用） 

U2（事業実施後の効用） 

A 

環境レベル（x） x1 x2 
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③提示方法による謝った誘導によって生じるもの 
具体的な種類とその回避方法については、第 2 編 P2-3 を参照のこと。 

 
費用対効果 
事業等に要する費用に対して、どのくらい効果（便益）があるかについて算定したもの。便益/

費用によって算定され、その値が大きいほど効果が大きいこととなる。複数の案を比較する場合

に、費用対効果の点から検討することが多い。なお、算定にあたっては、「何が費用で、何を効果

と見なすか」を明確にしておくことが必要である。 
 
非利用価値 
利用価値に対比されるもので、非利用価値は、利用価値とは異なり明確な利用形態が存在しな

い。主なものに存在価値（existence value）がある。未来永劫、全く利用することのないものに

対して、その財そのものがもつ固有の価値を存在価値という。例えば、ある動物が絶滅の危機に

瀕しており、その動物を救うための基金をまったくその動物とは無関係と思われる人々に依頼し

た場合、その人々からも、いくらかの資金が集まるであろうし、また、シロナガスクジラが大海

で泳いでいるという事実を知るだけで、安堵感を覚える人々もいるであろう。 
 
部分均衡・一般均衡 
一般に、ある財の取り引き量や、支出・収入額が変わると、他の全ての財（人間の物質的・精

神的欲求をみたすもの）に影響が及ぶ。例えば、ある財に対する支出が増加すると、他の財への

予算が減り、購買可能量が変わる。このような影響について、特定の財に分析対象を絞って、そ

れに対する市場のみを分析する方法を「部分均衡アプローチ」と呼ぶ。一方、前述の影響につい

て、特定の市場だけを取り上げるのではなく、多くの市場を同時に考慮したアプローチを、「一般

均衡アプローチ」と呼ぶ。 
 
ヘドニック法 
投資の便益がすべて土地に帰着するというキャピタリゼーション仮説に基づき、住宅価格や地

価のデータから、地価関数を推定し、事業実施に伴う地価上昇を推計することにより、社会資本

整備による便益を評価する方法。 
 
便益 
便益とは、「公共投資に起因して経済社会に生じる変化が社会的に望ましいものであるときに、

その変化を数量的に計測して貨幣単位に換算して表示したもの」と定義できる。このような便益

については、様々なものがあるが、既存の生活指標や経済指標において、豊かさや環境を評価す

ることが試みられている。 
 
補償変分（ＣＶ） 
等価変分・補償変分を参照。 
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利用価値 
利用価値は、直接的利用価値、間接的利用価値、そしてオプション価値（別掲）に区分される。

直接的利用価値は、消費可能な生産物として得られる価値であり、例えば木材生産、食料生産な

どが含まれる。間接的利用価値は、消費的な利用はできないものの、間接的に利用されることで

得られる価値である。 
例えば、レクリェーション利用の場合、利用によって森林は消費されて消滅してしまうことは

ないが、訪問者は森林を間接的に利用してレクリェーションを楽しんでいることから、森林は間

接的な利用価値を持っていることになる。 
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